
 
（広報資料） 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ２ 日 
                        京都市子ども若者はぐくみ局 

担当：子ども若者未来部子ども家庭支援課 
電話：０７５－７４６－７６２５ 

 

 

子育て世帯生活支援特別給付金の支給について 

 
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援

するため、下記のとおり、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分・ひと

り親以外の子育て世帯分）の支給を実施しますので、お知らせします。 

 

記 

１ 概要 

（１）支給対象者 

  ＜ひとり親世帯分＞ 

支給対象者 申請 支給時期 

①  令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※1 

不要 
５月下旬 
以降 

②  公的年金給付等を受けていることで令和５年３月分の

児童扶養手当の支給を受けていない方※1 
必要 

６月 
以降 

③  直近の収入（所得）が児童扶養手当の対象となる水準に

あり、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した

方※2 
必要 

※１ 平成１６年４月２日以降（障害のある場合は平成１４年４月２日以降）令和５年２月２

８日までに生まれた子を養育する父母等が対象。 

※２ 平成１７年４月２日以降（障害のある場合は平成１５年４月２日以降）令和６年２月２

９日までに生まれた子を養育する父母等が対象。 

 
 
  ＜ひとり親世帯以外の子育て世帯分＞ 

支給対象者 申請 支給時期 

④  令和４年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付

金（ひとり親世帯以外の子育て世帯分）の支給対象者※3で

あった方※4 
不要 

５月下旬 
以降 

⑤  ④のほか、対象の子の養育者であって、直近の収入（所

得）が住民税非課税相当であり、食費等の物価高騰を受け

て家計が急変した方※5 
必要 

６月 
以降 

※３ 平成１６年４月２日以降（障害のある場合は平成１４年４月２日以降）令和５年２月２

８日までに生まれた子を養育する父母等で、以下のいずれかに該当する場合に対象。 

   〇 令和４年４月から令和５年３月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手

当の受給者で、令和４年度分の住民税均等割が非課税の方 

   〇 上記のほか、以下のア又はイに該当する方 

    ア 令和４年度分の住民税均等割が非課税の方 

    イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４年１月１日以降の

収入が、住民税均等割が非課税となる水準に下がった方 

※４ 受取を辞退した方も対象 

※５ 平成１７年４月２日以降（障害のある場合は平成１５年４月２日以降）令和６年２月２

９日までに生まれた子を養育する父母等が対象。 



 
 

（２）給付額 

   児童１人当たり一律５万円 

 

（３）支給方法 

  ア 上記１（１）①又は④に該当する方 

    支給対象者に案内を送付し、令和５年５月下旬以降、順次支給します。①の

方は児童扶養手当の支給口座、④の方は令和４年度の子育て世帯生活支援特別

給付金の支給口座に振り込みます。 

イ 上記１（１）②、③、⑤のいずれかに該当する方 

    申請が必要となります。申請受付開始日等の詳細については、追ってお知ら

せします。 

 

２ 問合せ窓口 

  以下の窓口において、５月１５日（月）から問合せ対応を行います。 

 

＜京都市 子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課 分室＞ 

住所：〒６０４－８１７１ 

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 

井門明治安田生命ビル３階 

電話：０７５－２５１－１１２３ ＦＡＸ：０７５－２５１－１１３２ 

（受付時間：午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日・年末年始を除く）） 


